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○日時 平成29年12月7日 午前10時05分開会 

○場所 委員会室 

○議件 

１．議案第１号 平成29年度網走市一般会計補 

正予算中、所管分 

２．議案第２号 平成29年度網走市市有財産整 

備特別会計補正予算 

３．議案第３号 平成29年度網走市国民健康保 

        険特別会計補正予算 

４．議案第４号 平成29年度網走市公共下水道 

        特別会計補正予算 

５．議案第５号 平成29年度網走市網走港整備 

特別会計補正予算 

 ６．議案第６号 平成29年度網走市能取漁港整 

         備特別会計補正予算 

 ７．議案第７号 平成29年度網走市介護保険特 

別会計補正予算中、所管分 

 ８．議案第８号 平成29年度網走市後期高齢者  

         医療特別会計補正予算 

 ９．議案第９号 網走市公の施設に係る指定管 

理者の指定についての所管分 

 10．議案第10号 網走市職員の育児休業等に関 

する条例の一部を改正する条 

例制定について 

 11．議案第12号 国営畑地かんがい事業斜網地 

域維持管理協議会規約の変更 

について 

 12．議案第13号 財産の処分について 

 13．報告第１号 平成29年度網走市一般会計補 

正予算（第５号）に係る専決 

処分の報告について 

 14．陳情第41号 平成30年度森林・林業予算の 

確保及び「森林・林業基本計 

画」の推進に係る陳情 

 15．その他 

 

○出席委員（８名） 

 委  員  長    金 兵 智 則 

 副 委 員 長    立 崎 聡 一 

 委 員    小田部   照 

            川原田 英 世 

            永 本 浩 子 

            古 都 宣 裕 

            松 浦 敏 司 

            渡 部 眞 美 

 

○欠席委員（０名） 

 

○委員外議員（１名） 

 議 長    工 藤 英 治 

 

○傍聴議員（５名）   井 戸 達 也 

            佐々木 玲 子 

            田 島 央 一 

            平 賀 貴 幸 

            山 田 庫司郎 

 

○説明者 

 副 市 長   川 田 昌 弘 

 企 画 総 務 部 長   岩 永 雅 浩 

 農 林 水 産 部 長   川 合 正 人 

 観 光 商 工 部 長   後 藤 利 博 

 観光商工部参事監   二 宮 直 輝 

 建 設 港 湾 部 長   石 川 裕 将 

 水 道 部 長   佐々木 浩 司 

 農林水産部次長   脇 本 美 三 

 情 報 政 策 課 長   干 場 正 博 

  財 政 課 長   林   幸 一 

 職 員 課 長   小 松 広 典 

 農 林 課 長   梅 津 義 則 

 商 工 労 働 課 長   田 口   徹 

 商工労働課参事   日 野 智 康 

  観 光 課 長   大 西 広 幸 

 観光商工部参事   高 井 秀 利 

 港 湾 課 長   山 本 規与思 

 下 水 道 課 長   中 村 昭 彦 

……………………………………………………………                    

 選 管 事 務 局 長   岩 尾 弘 敏 

 選管事務局参事   合 坂 博 樹 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

平成 29年 網走市議会 

総 務 経 済 委 員 会 会 議 録  
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次     長    細 川 英 司 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

 

午前10時05分開会 

○金兵智則委員長 それでは、ただいまより総務経

済委員会を始めさせていただきます。 

 本日の委員会では、議案12件、報告１件、陳情１

件の合計14件について審査をいたします。 

 本日の進行ですが、ちょっと複雑となっておりま

すのでよくお聞きください。 

 まず、議案第１号中、マイナンバー制度導入事業

の補正と債務負担の関連部分である基幹系システム

譲渡と運用保守の審査を一括して行います。 

 続いて、畜産業振興事業の補正、沿岸漁業振興事

業の補正の審査を行います。 

 次の能取漁港整備特別会計繰出金については、議

案第６号及び第13号が関連しておりますので一括し

て審査を行います。 

 そして、１項目を飛ばしまして、消防組合負担金

の補正を審査した後に、人件費関係分の審査をいた

します。 

 人件費は一般会計のほか、特別会計として議案第

２号、議案第３号、議案第４号中人件費分、議案第

５号、議案第７号、議案第８号が関連しております

ので一括して審査いたします。 

 なお、３ページの中段ほどに特別会計の人件費一

覧がございますので御参照ください。 

 続きまして、議案第１号中、債務負担の補正の網

走市勤労者総合福祉センター、網走市農業総合管理

センター、レイクサイドパーク・のとろについて

は、議案第９号の該当部分と関連しておりますので

一括して審査を行います。 

 続いて、議案第10号、議案第12号の審査を順次行

い、ここで理事者の入れかえを行います。 

 理事者入れかえの後、議案第１号中、観光客受入

体制整備事業の補正の審査、続いて、債務負担行為

の補正の天都山展望台・オホーツク流氷館、みなと

観光交流センターは議案第９号の関連する該当部分

と一括して審査を行います。 

 そのあと、議案第４号中、債務負担行為の補正の

審査を行い、続いて報告第１号を審査いたします。 

 このあと、最後の理事者入れかえを行い、陳情第

41号を審査いたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、まず初めに、議案第１号平成29年度網

走市一般会計補正予算中、マイナンバー制度導入事

業、基幹系システム譲渡契約、基幹系システム運用

保守契約の３件を一括して説明をお願いします。 

○干場正博情報政策課長 議案資料１号の４ページ

をごらん願います。 

 平成29年度一般会計補正予算、マイナンバー制度

導入事業について御説明いたします。 

 補正の理由及び内容でございますが、現在国にお

いて女性活躍推進のための旧姓使用の拡大の取り組

みを行う中で、旧姓を確認できる方法として、マイ

ナンバーカードや住民票の写しへの旧姓併記ができ

るよう準備を進めており、それに対応した住民基本

台帳システムの改修を行うものでございます。 

 補正額でございますが、歳出予算は委託料427万

7,000円を追加するものでございます。 

 歳入予算は、国庫補助金427万円を追加するもの

でございます。 

 続きまして、網走市一般会計補正予算第６号、事

項別明細書の18ページをごらん願います。 

 事項別明細書の18ページの下から３段目と２段目

でございますけれども、平成29年度一般会計補正予

算、基幹系システム譲渡契約に係る債務負担行為の

設定並びに基幹系システム運用保守契約に係る債務

負担行為の設定について御説明いたします。 

 補正の理由及び内容でございますが、現行の住民

記録、市税等の基幹系システム機器の保守期間が平

成29年度で終了することから、平成30年度以降使用

する新たなシステムを導入するための債務負担行為

を設定しようとするものでございます。 

 なお、サーバーやプリンター、ネットワーク機器

等の物品費につきましては、北海道市町村備荒資金

組合が一旦購入した後に網走市が譲渡を受け、その

代金と利息を付して、平成30年度から平成33年度ま

で４年間で支払うことによって、負担の平準化を図

ってまいります。 

 また、運用保守につきましては、平成30年度から

平成34年度まで、５年間の契約をしようとするもの

でございます。 

 なお、譲渡契約、運用保守契約とも補正予算成立

後の平成29年12月中に契約を締結する予定でござい

ます。 

 補正額でございますが、基幹系システム譲渡契約

として、平成30年度から平成33年度までで1,529万

1,000円。基幹系システム運用保守契約として、平

成30年度から平成34年度までで、１億7,995万円の
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債務負担行為の設定をするものでございます。 

 説明は、以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 マイナンバーについては、いろい

ろ議論のあるところでありますが、今現在、カード

化されているのは、現時点どういった状況になるの

か、まず伺いたいと思います。 

○干場正博情報政策課長 お答えいたします。 

 マイナンバーカードの交付率でございますけれど

も、網走市におきまして、平成29年11月末現在で、

9.7％の交付率となってございます。 

○松浦敏司委員 以前、住基カードというのもあっ

て、それは今回、このマイナンバーになるときには

これに切り替わるということになるのですが、住基

カードのときも思ったほどカード化はされなかった

という状況で、マイナンバーになってもまだ10％に

までいかないという状況。 

 これは全国的な状況と比べてどんな状況なのでし

ょう。 

○干場正博情報政策課長 全国的な状況でございま

すけれども、まず、11月末現在の全道平均で申し上

げますと8.7％、全国ですと９月末のデータですけ

れども9.7％ということになってございます。 

○松浦敏司委員 そういう意味では全国的にも、国

が思っているほどマイナンバーのカード化という点

では進んでいないと。 

カード化することによって、あらゆる面で利活用

できるということで国も推進しているわけですけれ

ども、思ったほどなっていないのだなというふうに

思うのですが、進んでない要因というのはつかんで

いるのでしょうか。 

○干場正博情報政策課長 カードの交付率が想定し

ているほど伸びていないのではないかという御質問

かと思いますけれども、交付率が思ったほど伸びて

いないということについて特段分析等はしておりま

せんけども、まだやはり国民の皆さんの中にカード

を持つことのメリットということがなかなか浸透し

ていないという一面はあるかと思います。 

○松浦敏司委員 私もそういうことだと思います。 

 でもこのカードを持つことによって、危険性もあ

ると、落としてしまえばあらゆる面で悪用されると

いうような不安もあるということがあるのだろうと

いうふうに思います。 

 今回、女性活躍社会ということで、旧姓を使用す

る点での、それが確認できるという点では、別に反

対するものではありません。 

 当然、今の社会の関係では、必要なことだとは思

いますが、ただ、いずれにしてもこのカードそのも

のっていうのがいろいろ問題があって、全国的にも

結構トラブルがあるというふうにも報道などで聞い

ていますが、網走においてはそういったトラブルと

いうのはあるのでしょうか。 

○干場正博情報政策課長 特段そういったトラブル

ということについては把握しておりません。 

○松浦敏司委員 網走の中ではトラブルが起きてい

ないという点では、大変いいことだというふうには

思います。 

 しかし、いずれにしても全国平均と網走は、カー

ド化が9.7％ということで同じということでありま

す。 

 私たちは、マイナンバーについては、プライバシ

ーも含めさまざまな点で問題のある制度だというふ

うに思っていまして、マイナンバー制度そのものに

ついて導入時から反対をしているということもあり

まして、今回のこのマイナンバー制度導入事業とし

てのシステムの導入というようなことでは賛成しか

ねるということであります。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○川原田英世委員 システムを改修して旧姓に対応

ということで説明いただいてましたけれども、それ

だけの対応ということなのでしょうか。 

 確認です。 

○干場正博情報政策課長 基本的には、そのように

なっております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 これはソフトを変える、何かハードを購入する、

改修っていう、ちょっと中身を知りたかったのです

けれど。 

○干場正博情報政策課長 システムのソフトの部分

を改修するということでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

ソフトを入れ替えるという形で、この予算という

ことで、マイナンバー制度ということで国庫補助金

で対応ということでは理解しているのですけれど

も、一般財源も7,000円ですがついてると、これは

どういった理由なのでしょうか。 

○干場正博情報政策課長 国庫補助金は427万円の

見込みでございますけれども、事業者から見積書を

徴したところですね、427万7,000円という見積もり

をいただきましたので、その部分の7,000円という
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ことが一般財源ということでございます。 

○金兵智則委員長 どうぞ。 

○干場正博情報政策課長 続けて御説明いたしま

す。 

 国庫補助金の427万円につきましては、自治体の

規模に応じまして、国のほうで限度額を定めており

まして、427万円は網走市の場合の限度額いっぱい

でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 限度額いっぱいで427万円だけども実際に427万

7,000円がかかるということですけれども、これは

全国統一でこのシステムが改修が行われるなと思う

のですが、業者の指定っていうのは、これは国のほ

うで一括してやっているという認識でよかったので

すか。 

○干場正博情報政策課長 業者の指定につきまして

は、国のほうで定めるものではなく、各自治体にお

いて入札等におきまして選定するものでございま

す。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 自治体それぞれで行って、実際は満度額よりもか

かるということになったということで、7,000円

が、ということだということで理解しました。 

 これ、急施に対応ということですけれども、今後

それ以外にも対応が必要になってくることって何か

あるのでしょうか。 

○干場正博情報政策課長 今回の補正予算につきま

しては、これで全て賄えない可能性があるというこ

とで、国からのほうは内々の通知は来ておりますけ

れども、まだ予算化されておりませんので、今後の

テストにつきましては、今後の国の予算において、

何らかの対応があるというアナウンスはございます

けれど、まだ正式なものについては示されておりま

せん。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 マイナンバー制度も動いているのだけど、まだま

だ変えなくちゃいけないことがあってというところ

なのだなっていうことで理解はいたしました。 

 以上です。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に移ります。 

 続きまして、網走市一般会計補正予算中、畜産業

振興事業について説明を求めます。 

○梅津義則農林課長 議案資料５ページをごらんく

ださい。 

 平成29年度一般会計補正予算中、当課所管分、畜

産・酪農収益力強化施設整備事業補助金について御

説明申し上げます。 

 １の補正の理由及び内容についてでございます

が、本年度５月に交付決定をいたしました畜産・酪

農収益力強化施設整備事業補助金について、申請の

取りやめ、及び平成28年度に交付いたしました補助

金の返還が生じたため、経費及び財源について補正

をするものでございます。 

 経費使途といたしましては、施設整備に対する補

助金として1,535万4,000円の減、平成28年度の調査

設計費に対する、既に交付済みの施設整備補助金の

返還金としまして55万5,000円を追加いたしまし

て、合計では1,479万9,000円の減となっておりま

す。 

 ２の補正額といたしましては、（１）の歳出予算

といたしまして、表のとおりの事業名で、補正額と

して1,479万9,000円の減額、財源内訳といたしまし

て、道補助金が1,535万4,000円の減、雑入が55万

5,000円の追加となりまして、補正後の額は55万

5,000円とするものです。 

 （２）の歳入予算といたしましては、表のとおり

の科目に、上段の道補助金では1,535万4,000円の

減、下段の雑入では55万5,000円を追加するもので

ございます。 

 以上で説明を終わります。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○永本浩子委員 ことしの５月に一度交付決定した

のにもかかわらず、こういった申請の取やめという

ことになったっていう、その経緯はどういったもの

があったのでしょうか。 

○梅津義則農林課長 この事業、昨年度から申請が

ありまして進めていた部分になりますけれども、こ

としの４月頃ですね、申し込みのあった経営主のほ

うから、経営主の方の体調が思わしくないというこ

とで事業を取り下げたいということで申し出があり

まして、その後ですね、畜産クラスター協議会の中

でこのまま事業を継続できないかというようなこと

でいろいろ模索をしていたのですけれども、最終的

には、取り下げざるを得ないんじゃないかという判

断に至ったものでございます。 

○永本浩子委員 体調不良のためということでその

方以外にこういった事業を引き継いでいただけるよ

うな方がいなかったという理解でよろしかったでし
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ょうか。 

○梅津義則農林課長 基本的にこの事業、法人に対

して行われる、支援される補助になるのですけれど

も、実際、家族経営の法人ということもございまし

て、あと、経営主に代われる方はいらっしゃらな

い。 

 実際、その経営主とお父さん、お母さんと弟さん

４人でやっておられるような形態なのですが、実際

その経営主に代われる方はないということ、それと

地域としても協力するのはなかなか難しいかと。 

従業員を雇うほどの経営規模でもないといったよ

うなこともございまして、このようなことになって

ございます。 

○永本浩子委員 せっかく予算がついたのにもった

いないなっていう気はいたしましたけれども、そう

いう事情だということで理解させていただきまし

た。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、次に移ります。 

 続きまして、平成29年度網走市一般会計補正予算

の沿岸漁業振興事業について説明を求めます。 

○脇本美三農林水産部次長 それでは、議案資料の

６ページをごらんください。 

 平成29年度一般会計補正予算、海水汲上ポンプ整

備事業補助金について御説明いたします。 

 補正の理由及び内容でございますが、網走漁業協

同組合が実施いたします、海水汲上ポンプの整備事

業に対しまして、北海道の地域づくり総合交付金が

交付される見込みとなりましたことから、市を通じ

て補助しようとするものでございます。 

 補正額でありますが、この事業はハード事業であ

りまして、地域づくり総合交付金の交付に当たりま

しては、市の上乗せ補助が必要とされております。 

 従いまして、地域づくり総合交付金の交付額240

万円と、網走市の上乗せ補助10万円の計250万円を

追加するものでございます。 

 財源といたしましては、道補助金240万円、一般

財源10万円となっております。 

 以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○川原田英世委員 漁業にとっては、必ず必要にな

ってくる設備だと思いますので、道からのというこ

とで、よかったなというふうには思っています。 

 ちょっと確認を何点かしたいのですけれども、補

助金ということで割合が決まってるのだと思うので

すが、全体の事業費はどのくらいになるのか確認し

たいと思います。 

○脇本美三農林水産部次長 交付対象になる経費と

そうでない経費とありますが、総事業費としては、

全体で787万円。 

そのうち、交付申請をしたのが360万円というこ

とでしたが、地域づくり交付金は、おおむね６、７

割の交付がされるのが通例ではありますけれども、

結果として240万円の交付になったということでご

ざいます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 それと、整備される場所及び主な用途はどのよう

な形でされるのかを教えていただきたいと思いま

す。 

○脇本美三農林水産部次長 設置場所でございます

が、漁業協同組合の裏側といいますか、船着場がご

ざいますよね、荷揚場といいますか。あそこの上屋

の各柱に蛇口が設けられてですね、汲み上げた海水

がそこから出てくるようなつくりになっておりま

す。 

 用途といたしましては、漁具や船舶の洗浄ですと

か、あるいは、そこの荷捌き場の清掃ですとか、あ

るいは活魚、水槽に海水を貯めるために利用するで

すとか、そういった活用方法だというふうに認識し

ています。 

○金兵智則委員長 他にございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、次に移ります。 

 続きまして、一般会計補正予算中、能取漁港整備

特別会計繰出金と、議案第６号平成29年度網走市能

取漁港整備特別会計補正予算、加えて議案第13号財

産の処分については関連しておりますので一括して

説明を求めます。 

○脇本美三農林水産部次長 それではまず議案第13

号の財産の処分について、先に説明させていただき

ます。 

 議案資料の24ページから25ページ、議案資料６号

をごらんいただきたいと存じます。 

 本件は、能取工業団地の用地を株式会社ＷＩＮＤ

－ＳＭＩＬＥに売却しようとするものでございまし

て、網走市財産条例第２条の規定に基づき、市議会

の議決を得ようとするものでございます。 

 売却する土地は、能取港町２丁目３番３ほか13

筆、面積４万2,300平方メートルの土地でございま
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す。 

 売却予定価格は１億1,456万754円でございます。 

 売却する土地の位置、概要につきましては、資料

に記載のとおりでございます。 

 次に、議案資料の７ページをごらんいただきたい

と存じます。 

 ただいま御説明いたしました財産の処分に伴う平

成29年度一般会計及び能取漁港整備特別会計の補正

予算について御説明いたします。 

 補正の理由及び内容でございますが、能取工業団

地の用地売却に伴い、能取漁港整備特別会計の資金

不足比率を維持するため、必要な財源を一般会計か

ら能取漁港整備特別会計へ繰り出すため、追加補正

しようとするものでございます。 

 補正額でありますが、一般会計の歳出予算では、

能取漁港整備特別会計への繰出金4,850万円を追加

するものでございます。 

 能取漁港整備特別会計の歳出予算では、繰上充用

金の財源補正を行い、財産売払収入を4,850万円減

額し、他会計繰入金を同額追加しようとするもので

ございます。 

 また、能取漁港整備特別会計の歳入予算では、土

地売却収入を4,850万円減額し、一般会計繰入金を

同額追加しようとするものでございます。 

 以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○松浦敏司委員 能取工業団地の土地が売却される

というのは、うれしいことだというふうに思いま

す。 

 それで前回もこのＷＩＮＤ－ＳＭＩＬＥという会

社が購入したというふうに思うのですが、まずこの

会社がどういう会社なのか伺いたいのと、それから

前回メガソーラーのために購入したわけですけれど

も、今回の購入に当たっての流れというかそういう

のを伺いたいと思います。 

○後藤利博観光商工部長 企業誘致の関係がござい

ますので、私のほうからお答えをさせていただきま

す。 

 ＷＩＮＤ－ＳＭＩＬＥ株式会社というのは、東京

に籍を置いている会社でございまして、もともと太

陽光発電を中心に、再生可能エネルギーを利用した

発電全般にかかわる、設置までかかわるような事業

を営んでいる事業者でございます。 

 この事業者が、能取、網走の工業団地の用地を取

得して再生可能エネルギーを利用した発電をしたい

ということがございまして、網走市の土地を取得し

たいというのが、ことしの最初の用地取得の経過で

ございます。 

 その後、１号機につきましては、土地の売却が済

みまして、現在着工し、鉄骨等の組み立て工事が既

に進んでおりますが、将来的に、網走の工業団地

の、能取工業団地の中で、さらに拡大をして再生可

能エネルギーを使った発電所を設置したいという意

向がございまして、今回、さらに拡大用地の売却を

希望するということでございます。 

○松浦敏司委員 その点、理解しました。 

 前回取得した土地と隣接してるというふうに見て

よろしいでしょうか。 

○脇本美三農林水産部次長 資料を見ていただくと

おわかりかと思いますが。 

№24ですね、売却地３と書いてある土地があると

思うのですが、これの左側に、５月の臨時会で議決

いただいた、今、１号機の建設が進んでいる土地が

ございます。 

 あと、中間ちょっと抜けているように見えます

が、ここは既にＷＩＮＤ－ＳＭＩＬＥで取得をして

おりまして、結果的に地続きになっているような状

況になっております。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

 そこで、資料の７ページになるわけですけれど

も、用地売却、一般的には用地売却が進めば会計と

してはよくなるはず。 

 しかしながら、この能取整備特別会計について

は、売却されると資金不足分になるというような説

明でありましたけれども、この辺のあえて伺うので

すが、その辺の仕組みについて伺いたいと思いま

す。 

○脇本美三農林水産部次長 能取漁港整備特別会計

におきましては、土地の売却が進めば、当然のこと

ながら累積赤字は縮小をしていくことになります。 

 ただ、現行の資金不足比率15.4％を維持する、こ

の資金不足比率というのは、地方公共団体の財政の

健全化に関する法律の中で、事業規模と資金の不足

額との見合いで、資金不足比率を定めるルールがあ

りまして、このルールに従って計算をしますと、平

成28年度の決算時では15.4％ということになってご

ざいまして、これを悪化をさせない、維持をさせる

ためには、事実上約4,000円、１平米当たり4,000円

程度の金額で売却をしなければならないという現状

になっております。 
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 御案内のとおり、能取工業団地の土地の基本単価

3,500円、平米3,500円でありまして、さらに、大面

積割引等を行っておりますので、資金不足比率を維

持するためには、この一般会計からの繰入が必要と

なるものでございます。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○永本浩子委員 私も、能取工業団地の土地がまた

売れたということでとても喜んでいるところなので

すけれども、今回ここが売れたことによって、能取

工業団地が抱えていたこの累積赤字っていうのは、

計算すればわかる話なのでしょうけれど、幾らくら

いになりますでしょうか。 

○脇本美三農林水産部次長 29年度の会計、まだ動

いてますので、29年度の特別会計の収支の状況に

も、ある程度左右はされますが、今年度、この土地

を含めて約１億6,000万円の売却が進んでおりまし

て、これをこのまま29年度の決算を迎えると考えた

ときに、先ほど申し上げたように収支の状況にも一

定程度左右されますが、約３億円か、あるいは３億

円を切るぐらいの累積赤字になるのではないかと、

現段階ではそのように考えております。 

○永本浩子委員 かなりそうすると、累積赤字が減

るということで、非常にうれしく思います。 

 安心いたしました。 

 以上です。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○川原田英世委員 かなり広い土地を有効に活用い

ただけるということで、とてもうれしいことだなと

いうふうに思いますし、また、再生可能エネルギー

ということで、未来への大きな一歩になるのかなと

いうふうに期待をしているところです。 

 さらに、利活用が進んでいく、土地が売れるとい

うことも、これからいろんな状況を見て、セールス

も含めて考えていかなくちゃいけないという中で、

この今回の相手方になります、ＷＩＮＤ－ＳＭＩＬ

Ｅ社がこの場所、網走という土地柄にどういったメ

リットを感じて、このような結果になっていただい

たのかということをしっかり認識して、そこは、地

域の利点として、私たちも共有したいというふうに

思うのですが、この相手方から、今言ったような、

網走である特性がどういったことが評価されて今回

のこのさらなる土地の購入に至ったのか、というと

ころをどう認識されているのかお伺いしたいと思い

ます。 

○後藤利博観光商工部長 もともと能取工業団地

は、ある程度まとまった土地はまだございましたの

でホームページで紹介をしていくということでござ

いますけれども、やはり今回、バイオマス発電所の

計画という中では、この事業者は海外から燃料を調

達をするということも考えております。 

 そのときには網走がやはり港湾を燃料の運ぶ場所

として選定できるというのが一つポイントとしてご

ざいました。 

 また女満別空港があるということで、本社は東京

にありますけれども、人の、工事関係者も含めて行

き来については大変便利だということがございま

す。 

 それと、やはり災害の少なさ、そういうようなも

のが、企業の進出の一つのポイントになったという

ふうに考えております。 

○川原田英世委員 やはり大きな利点があって選ん

でいただけたということはやっぱ強みなんだなとい

うことが理解できました。 

 今後、今建設中の部分に加えて、新たにまた、２

号機、３号機っていったらいいのでしょうか、建て

ていただけるということで計画が進んでいるのだと

思うのですけれども、以前の一般質問の中でもちょ

っと触れさせていただいたことがあるのですけれど

も、熱エネルギーの有効活用について、１号機はも

う造って、設計も終わってるし、有効活用はなかな

かということであったのですけれど、今後は何かそ

ういったことも市側と話があるのか、有効活用の方

向性とかそういうのが協議されているのか、ちょっ

と確認をさせていただきたいと思います。 

○後藤利博観光商工部長 ２号機の建設について

は、まだ１号機建設中ですので、多少時間はかかっ

てからの着手ということになると思いますけれど

も、現段階では、このＷＩＮＤ－ＳＭＩＬＥという

事業者も、２号機から出る廃熱利用の取り組みにつ

いては非常に興味をもっておりまして、その２号機

を設計し、また、建設する段階では、それを利用し

て何か新産業になるようなことはできないかという

ようなことで、事業者も網走市と一体になって考え

ていきたいということでございますので、今後この

事業者と協力しながら検討を進めていきたいという

ふうに思っております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 熱エネルギーの有効活用、いろいろと各地で取り

組みは見ますけども、なかなかうまくいってないっ

ていうのがいっぱいあるのだと思うのですけれど、
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ただ網走にとってはやっぱりこれだけ寒い土地柄も

ありますし、いろいろと地域性を生かして取り組め

ると思いますので、ぜひ取り組みを進めていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なければ、次に移ります。 

 続きまして、消防組合負担金について説明を求め

ます。 

○林幸一財政課長 平成29年度一般会計、消防費、

消防組合負担金の補正予算について御説明申し上げ

ます。 

 議案資料９ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

 補正の理由及び内容でございますが、網走地区消

防組合の予算中、当市分の負担金の補正となりま

す。 

 歳出予算でございますが、人件費が537万4,000円

の減、公債費では長期債借入利率の確定により118

万9,000円の減、施設費、物件費ではポンプ自動車

購入費用の確定に伴い57万6,000円の減のほか、財

務会計システム導入に伴う経費及び全国救助技術訓

練指導会出場に伴う旅費、車両の修繕などにより

222万2,000円の増となりますが、歳出予算では、あ

わせて491万7,000円の減となるものでございます。 

 続きまして、歳入予算でございますが、繰越金で

は前年度負担金の精算として1,095万4,000円の追

加、財産収入等では、救助工作車の売払収入、損害

保険金の収入など86万1,000円の追加、また、ポン

プ自動車購入に伴う起債額等の確定により、組合債

が220万円の減となり、合わせて961万5,000円の追

加となるものでございます。 

 ２の補正額でございますが、歳入・歳出を合わせ

まして、補正額は一般財源1,453万2,000円を減額

し、補正後の額を６億7,118万6,000円とするもので

ございます。 

 以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議

賜りますようお願い申し上げます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に移ります。 

 続いて、人件費の補正に入ります。 

 先ほど御説明しましたとおり、人件費は一般会計

のほか、特別会計として議案第２号、３号、４号中

人件費分、５号、７号、第８号が関連しております

ので一括して審査をいたしますので、一括して説明

を求めます。 

○小松広典職員課長 議案資料10ページをごらん願

います。 

 人件費の補正概要について御説明申し上げます。 

 人件費補正につきましては、各会計にわたってお

りますが、ここでは一般会計と特別会計を合わせた

総額で御説明申し上げます。 

 人件費補正総額は5,628万4,000円の減額でござい

ます。 

 内訳としましては、一般職の減額で、①共済費は

1,004万4,000円の減額で、主な要因は共済費の負担

金率確定と、昨年度末からの中途退職者によるもの

でございます。 

 ②支給事由変更等による部分については4,624万

円の減額で、主な要因は、昨年度末からの中途退職

者による給料、各種手当、退職手当の減額、育児休

業等による給与の減額となっております。 

 人件費の補正概要は、以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑ございますか。 

○松浦敏司委員 ここで、中途退職者ということで

ありますが、その人数等何か特別な理由があって退

職がなされたのか、その辺伺いたいと思います。 

○小松広典職員課長 昨年末からのということで、

年度末に退職される方については、当初予算のほう

では算出が間に合わなかったという部分でございま

して、そこの部分につきましては５名おります。 

 今年度につきましては３名おりまして、その主な

理由は、健康上の理由が１名、それから家族の事情

ということで２名という内訳で把握しております。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、次に移ります。 

 続きまして、議案第１号中、債務負担行為の補正

の網走市勤労者総合福祉センター、網走市農業総合

管理センター、レイクサイドパーク・のとろについ

ては、議案第９号の該当部分と関連しておりますの

で一括して審査をいたします。 

 まずは、網走市勤労者総合福祉センター管理委託

料について説明を求めます。 

○田口徹商工労働課長 議案資料16ページ、資料２

号をごらん願います。 

 議案第１号平成29年度一般会計補正予算中、商工
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労働課所管に係る指定管理者に管理を行わせる施設

の債務負担行為の補正及び議案第９号網走市公の施

設に係る指定管理者の指定について御説明申し上げ

ます。 

 先日開催しました指定管理者合同選定委員会にお

きまして、網走市勤労者総合福祉センターについて

は、現在の指定管理者である公益社団法人網走市シ

ルバー人材センターが高齢者の就業支援を行う公益

的団体であり、また、平成15年に市が当該施設を購

入、譲渡を受ける以前から、網走市シルバー人材セ

ンターが当該施設の管理を行ってきた経緯もあるこ

とから、引き続き、公益社団法人網走市シルバー人

材センターを指定管理者の候補者として選定しまし

た。 

 指定の期間につきましては、当該団体の計画的な

施設管理及び運営を可能とするため、これまでの３

年間から、平成30年度から平成35年度までの６年間

に延長して選定してきたところです。 

 施設の管理委託料の債務負担行為限度額は６年間

の管理委託料の金額として、総額2,244万6,000円と

なっております。 

 なお、指定期間を３年から６年に延長しておりま

すが、委託期間の３年目には経営状況のヒアリング

を行うものとし、経費の見直し等について必要が生

じた場合は、委託先と協議することとしておりま

す。 

 以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○永本浩子委員 シルバー人材センターが勤労者総

合福祉センターをずっと管理してきたってことは、

皆さんよくわかっているので、非公募で行ったこと

は全く問題はないと思うのですけれども、今回３年

から６年に延長した理由として、計画的な施設の管

理を可能にするためということでしたけれども、具

体的にはどういった、今まで３年でやっていたもの

が６年にしたほうがいいというふうに判断した、そ

の計画的なものっていうのはどういったものになる

のでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 この施設は長期的に安定し

たサービスが求められる施設でありまして、指定管

理者側において、いろんなサークルの事業とか、あ

とスポーツ団体にも施設を貸したりとか、行ってい

るわけですけれども、計画的な施設管理運営ができ

るという、そういうことから、団体と協議しまして

６年にしたという経緯になっております。 

○永本浩子委員 ということは、使用していた団体

の方たちとも協議をして３年、３年だとなかなかそ

ういったものがうまく行かないということがあった

ということで６年になったということなのでしょう

か。 

○田口徹商工労働課長 使用している団体とは協議

をしてませんけれども、指定管理者となるシルバー

人材センターと、シルバー人材センターが管理した

り、いろんな事業を運営するに当たって３年よりも

６年のほうがいいということを伺いまして、６年と

しました。 

○永本浩子委員 実際管理をしているシルバー人材

センターさんのほうからそういう話があってという

ことで理解させていただきました。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、続きまして、網走市農業総合管理セン

ター管理委託料並びに指定管理者の指定について説

明を求めます。 

○梅津義則農林課長 引き続き議案資料16ページ、

資料２号をごらんいただきたいと思います。 

 議案第１号平成29年度一般会計補正予算中、農林

課所管に係る指定管理者に管理を行わせる施設の債

務負担行為の補正及び議案第９号網走市公の施設に

係る指定管理者の指定について御説明を申し上げま

す。 

 上から４段目の農林水産部の所管の上段に記載を

されております、網走市農業総合管理センターにつ

きましては、平成29年11月９日に開催いたしました

指定管理者合同選定委員会におきまして、当管理セ

ンターが地域農業に関する情報の集積、実習、研修

など農業技術の習得の総合拠点施設という機能を持

っており、寒冷地における新しい農業の発展にかか

わる教育、研究の場として利用されていること。ま

た、東京農業大学寒冷地農場と併設しているという

ことなどから公募といたしまして、平成30年度から

32年度の３年間につきましても引き続き、学校法人

東京農業大学を指定管理者の候補者として選定をし

たところでございます。 

 また、その際の管理委託料の債務負担行為限度額

は３年間で866万4,000円となってございます。 

 以上で説明を終わります。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 それでは続きまして、レイクサイドパーク・のと

ろ管理委託料並びに指定管理者の指定について説明

を求めます。 

○脇本美三農林水産部次長 それでは議案資料16ペ

ージ、資料２号をごらんください。 

 平成29年度網走市一般会計補正予算中、水産漁港

課所管分の指定管理者に管理を行わせる施設に係る

債務負担行為の補正及び議案第９号網走市公の施設

に係る指定管理者の指定について御説明申し上げま

す。 

 資料の表の５段目、農林水産部の下段でございま

すが、レイクサイドパーク・のとろにつきまして

は、指定管理者を公募による総合点数方式で選定す

ることといたしまして、10月２日から10月31日まで

の期間に募集を行いましたところ、１社の応募があ

り、平成29年11月９日開催の指定管理者合同選定委

員会におきまして、応募のありました１社からプロ

ポーザルを受け、経営方針、管理体制、経営改善意

欲、会社安定度等を評価対象といたしまして採点を

いたしました結果、基準点数を満たしましたことか

ら、網走市南７条西４丁目６番地２、株式会社そう

けんを指定管理者の候補者として選定したところで

ございます。 

 また、その際の管理委託料の債務負担行為限度額

は、１年間975万3,000円、平成30年度から平成35年

度までの６年間で5,851万8,000円としております。 

 なお、今回から指定管理者における人材育成や経

営の安定化を図る観点から、指定期間を従来の３年

から６年に見直しをいたしました。 

 また期間を６年とすることで、物価や人件費の上

昇など、指定管理者における経営上のリスクも考え

られますことから、３年目には経営状況のヒアリン

グを行うものとしており、必要に応じて協議をする

こととしております。 

 以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○永本浩子委員 今回、レイクサイドパーク・のと

ろの公募をして１社しかなかったということで、そ

うけんさんに決まったということなのですけれど、

今までの管理をしていただいていたのはどちらにな

るのでしょうか。 

○脇本美三農林水産部次長 指定管理者制度始まっ

てから、そうけんさんにずっとお願いしてきており

ます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○川原田英世委員 すみません。実はさっきお伺い

すればよかったのかもしれない農林水産部所管の中

で、網走市農業総合管理センターとレイクサイドパ

ーク・のとろとあるのですが、美岬牧場については

入っていないのは、未決の状況にあるということを

ここで伺ってもいいんでしょうか。 

 いいんですね。 

未決の状況だということでよかったでしょうか。 

○梅津義則農林課長 美岬牧場につきましては、同

じく10月２日から10月31日までの間、公募によるプ

ロポーザルで募集をしたところなのでございます

が、その期間中に応募はなかったというところでご

ざいまして、現在、今後の牧場、市営牧場の方向性

については、検討しているというところでございま

す。 

○川原田英世委員 検討中ということなのであまり

細かくはあれなのですが、このまま決まらない場合

というのは、直轄ということも視野に入れて検討さ

れているということで認識してよかったのでしょう

か。 

○梅津義則農林課長 今、利用者の方ともお話をし

まして、いろいろ、あと公募となり得るような団体

等ともいろいろ協議をしている段階でございます

が、制度的には、最終的には直轄ということも方法

としてはあり得ますが、現段階ではちょっと、そこ

までお伝えすることはできないような状況となって

ございます。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、ここで一旦採決に移ります。 

 まず、議案第１号中、企画総務部所管分、農林水

産部所管分、観光商工部のうち商工労働課所管分に

ついての平成29年度網走市一般会計補正予算中、当

委員会所管分につきましては、大方の賛成者をもっ

て原案可決すべきものと決定してよろしいでしょう

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

では、そのようにさせていただきます。 

 

○金兵智則委員長 続きまして、議案第２号、議案

第３号、議案第４号中人件費分、議案第５号、議案

第６号、議案第７号、議案第８号、議案第９号中、

網走市総合勤労者福祉センター、網走市農業総合管

理センター、レイクサイドパーク・のとろの部分、
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及び議案第13号については、全会一致をもって原案

可決すべきものと決定してよろしいでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

では、そのようにいたします。 

 

○金兵智則委員長 続いて、議案第10号及び第12号

の審査を行います。 

 議案第10号網走市職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例制定について説明を求めま

す。 

○小松広典職員課長 議案資料17ページ、資料３号

をごらんいただきたいと存じます。 

 議案第10号網走市職員の育児休業等に関する条例

の一部改正概要について御説明申し上げます。 

 初めに、改正の趣旨でございますが、地方公務員

の育児休業等に関する法律が一部改正され、当該条

例の関係部分について所要の改正をしようとするも

のでございます。 

 改正内容でございますが、非常勤職員について、

子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場

合には、これまで１歳６カ月であった要件が、２歳

に達する日まで育児休業することができるよう改正

するものでございます。 

 施行期日等につきましては、平成30年１月１日か

ら施行しようとするものでございます。 

 条例の新旧対照表については、後段に添付してあ

るとおりでございます。 

 説明は、以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑を行います。 

○松浦敏司委員 まず、非常勤職員が何名いて、今

回のこの条例改正によって、何名この対象になる人

がいるのか伺います。 

○小松広典職員課長 正確な数字はちょっと持って

いないのですけれども、非常勤職員につきましては

200名程度いるかと思います、臨時、非常勤職員で

すね。 

 対象につきましては、基本的にはいないというふ

うに踏んでおります。 

 一般職、特別職の区分がございまして、特別職に

分類する部分ということで非常勤を考えております

ので、今回の条例改正案の対象者はいないというふ

うに考えております。 

○松浦敏司委員 現状においてはいないということ

でおさえたいというふうに思います。 

 とりあえずわかりました。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○川原田英世委員 ちょっとよくわからないので一

個伺いたいのですけれども。 

 子の養育を事情を考慮して特に必要と認められる

場合、どういった場合を想定されているものなのか

ちょっと確認したいと思います。 

○小松広典職員課長 職員のほうでも、以前に改正

された部分なのですけれども、例えば保育所におけ

る保育の実施を希望しているのですけども、入るこ

とができないですとか、そういう場合を想定して、

実際に養育できない場合というのが、その時点で養

育できないという場合が特別の事情に該当する部分

となっております。 

○金兵智則委員長 他にございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、採決に移ります。 

 議案第10号網走市職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例制定については、全会一致を

もって原案可決すべきものと決定してよろしいでし

ょうか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい、そのようにします。 

 

○金兵智則委員長 続きまして、議案第12号国営畑

地かんがい事業斜網地域維持管理協議会規約の変更

について説明を求めます。 

○梅津義則農林課長 議案資料23ページ、資料５号

をごらんください。 

 国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会規

約の変更について御説明申し上げます。 

 １の変更の趣旨でございますが、小清水町内にあ

ります当協議会の事務所、国営畑地かんがい事業斜

網地域中央管理所の住所が、住居表示の実施により

変更されたことに伴い、規約第５条中の事務所の住

所を変更するものでございます。 

 変更内容、施行期日、新旧対照表については、お

手元の資料のとおりでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

○金兵智則委員長 質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、採決に移ります。 

 議案第12号国営畑地かんがい事業斜網地域維持管

理協議会規約の変更については、全会一致をもって

原案可決すべきものと決定してよろしいでしょう

か。 
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     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

そのようにいたします。 

 

○金兵智則委員長 ここで、各委員、理事者より何

かございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、理事者入れかえのため暫時休憩いたし

ます。 

               午前11時13分休憩 

               午前11時17分再開 

○金兵智則委員長 それでは、再開をいたします。 

 まず初めに、議案第１号平成29年度網走市一般会

計補正予算、観光客受入体制整備事業について説明

を求めます。 

○大西広幸観光課長 議案第１号平成29年度一般会

計補正予算中、観光課所管分の補正予算について御

説明いたします。 

 議案資料８ページの補正予算説明資料をごらんく

ださい。 

 観光振興費、網走市観光推進協議会負担金の補正

について御説明いたします。 

 本年２月に網走で撮影されました映画「北の桜

守」が、来年３月に一般公開されることに先立ちま

して、当市での試写会開催につきまして東映との協

議が整い、網走市を含めた４社によりまして実行組

織を立ち上げ、試写会を共同開催するものでありま

す。 

 本補正の負担金につきましては、網走市観光推進

協議会へ負担金として支出しまして、開催に係る運

営費、会場使用料、入場券印刷費などを負担金とし

て、４社によります実行組織へ支出する経費を追加

補正しようとするものでございます。 

 試写会につきましては、来年の２月24日、25日、

１日２回の計４回、網走市民会館で実施することと

しておりまして、3,000名以上の入場をしていただ

きたいと考えております。 

 歳入・歳出の内訳につきましては記載のとおりで

ございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○川原田英世委員 何点かまず確認していきたいと

思うのですが、負担金ということで４社によってと

いうことでしたけれども、それぞれどういった形で

行われるのか、その４社、どういった形なのか、ま

ずお伺いしたいと思います。 

○大西広幸観光課長 ４社による負担でございます

が、入場券を４社で買い取りまして、今のところで

すね皆さん、４社とも無料招待をするという計画で

おりますので、入場券の、入場料のその券を買い取

る経費の負担ということでございます、基本的に

は。 

○川原田英世委員 ４社で券を買い取るということ

で、3,000名以上が来ていただきたいというところ

で、その４社でその3,000名以上の券、割り振って

買い取るということで理解してよかったのでしょう

か。 

○大西広幸観光課長 ４社で、東映で開催していた

だきますので、入場券を買い取りまして、それにか

わる別な入場券、そちらのチケットは入場券、一般

公開でも使える券となっておりますので、そちらは

配付せずに、こちらのほうで入場券を別途印刷し

て、皆さんにお配りするというか、公募によって御

招待したいというふうに考えております。 

○金兵智則委員長 休憩します。 

               午前11時20分休憩 

               午前11時29分再開 

○金兵智則委員長 それでは、再開いたします。 

 川原田委員に対する答弁からお願いいたします。 

○大西広幸観光課長 すみません。先ほどの経費の

負担の関係でございますが、２日間で４回、試写会

を開催する経費を４社で、均等ではございません

が、分担して開催するものであります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 上映会の経費を４社、割合は違うけれどもそれで

やるということわかったのですけれども、今まで

で、過去にこういったことをされたことはあるの

か、ちょっと伺いたかったのですけど。 

○川田昌弘副市長 以前に「抱きしめたい」という

映画があって、そのときには市民に対して公募して

試写会をやったことはあります。 

 正確な日時というのは、ちょっとわからないで

す。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 網走でこうやって映画撮影していただけるという

のはすごくいいことだと思いますし、過去にも映画

の助成みたいな形で出したときにも、質問させてい

ただいたときに申しましたけども、こういったこと

がやっぱり制度化されて、映画の撮影地として網走

市は手挙げていくというかですね、どんどん推進し

てますよっていうのを見える形でやれることが、す
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ごくこれから先重要になってくるんじゃないかなと

思いますので、こういった形でピンポイントで出す

というよりは、何か制度化をしていくことを検討し

ていったらいいのではないのかなという思いがあっ

たものですから、ちょっと過去のこともどうなのか

なと思って状況把握のため質問させていただいたと

ころでした。 

 それで、ちょっともう１個、チケットを先行する

と言ってましたけれども、公募するっていうのはど

ういった形でするとか、そういうものも決まってる

のでしたら教えていただきたいのですが。 

○大西広幸観光課長 今、公募の方向につきまして

は今、４社と協議しておりまして、詳細はまだ確定

しておりません。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○永本浩子委員 今回こういった形で網走を舞台に

していただいて、「北の桜守」という映画が撮られ

たということでそれはとてもうれしいことだと思う

のですよね。 

 他の自治体とかもやっぱり、自分の自治体を舞台

にした映画をつくってもらいたいということで、映

画をつくってくれたら、幾らぐらいの、何かお金を

出すとかみたいなところもやってるようなのですけ

ども、網走はそういうことはなくても今回選んでい

ただけて、こういった形で先行の試写会っていうの

は、市民にとってもとてもいいことだと思うのです

けれども、できればこれをまた観光誘客に、やっぱ

りお金出してまでもその映画を誘致したいというこ

とはそれをそこのロケ地だっていうことを売りにし

て、観光客の誘客につなげたいっていうことで、各

自治体はやっていることだと思いますので、網走と

しては、今後こういった形でロケ地にしていただい

たっていうことを、どういった形でこの観光誘客の

ほうにつなげていこうと思っているのか、その辺の

ところが何かあればお聞きしたいと思います。 

○大西広幸観光課長 今回の「北の桜守」に関しま

しては、全国公開される映画でございますので、網

走の映像もたくさん入っているとお聞きしておりま

すので、その辺で網走の知名度のアップにもなると

思いますし、また、ロケ地めぐり等できるような、

何かそういうロケ地の場所を設定するとかですね、

昔、能取岬を４カ所ほど看板を立てて「ロケです」

っていうような表示をしておりますので、そのよう

なＰＲ方法を考えていきたいと思っております。 

○永本浩子委員 ぜひ、せっかくのいいチャンスな

ので生かしていただいて、誘客のほうにぜひつなげ

ていただければなと思います。 

 なかなか今回の映画だと、年代的にはあまり若い

人っていうよりはちょっとこうね、年代的には少し

上の年代の人が多いかなっていう気もしなくはない

ので、若い人だと結構インスタ映えするとか、そこ

でこのスマホで撮ってそれをＳＮＳで流したりとか

っていうのはあるかもしれないけども、ちょっとそ

ういった角度だけじゃなく、もう少し上の年代の方

にも来ていただけるような何か工夫っていうのもあ

ればいいかな、なんてのは思いますので、ぜひそう

いったところを生かしていただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、次に移ります。 

 続きまして、天都山展望台・オホーツク流氷館の

債務負担行為の補正並びに議案第９号の指定管理者

の指定については関連しておりますので、一括して

説明を求めます。 

○大西広幸観光課長 議案資料16ページ、資料２号

をごらん願います。 

 議案第１号平成29年度一般会計補正予算中、観光

課所管に係る指定管理者に管理を行わせる施設の債

務負担行為の補正及び議案第９号網走市公の施設に

係る指定管理者の指定について御説明いたします。 

 指定管理者合同選定委員会におきまして、天都山

展望台・オホーツク流氷館につきましては、指定管

理者は施設の管理のみならず、観光振興の先駆的な

立場で事業を推進する必要があり、その目的で、市

が大きく関与して設立した株式会社網走観光振興公

社による管理運営が望ましいと考えられることか

ら、平成30年度から32年度の３年間につきましても

引き続き、株式会社網走観光振興公社を指定管理者

の候補者として選定したところでございます。 

 また、その際の管理委託料の債務負担行為限度額

は３年間の管理委託料欄の金額としまして、総額で

２億7,000万円となっております。 

 説明は、以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

○古都宣裕委員 ちょっと１点確認したかったので

すけれども、ほかの施設だと経年で料金収入とかで

どうなってるかってわかると思うのですけれども、

観光施設でちょっと増減も激しい部分もありまし

て、たしか計画でもだんだん減ってくるような感じ
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になってたと思うのですけれども、この今回出てい

る5,532万円という料金というのはこの３年間の平

均を見た料金なのでしょうか、どこを見てこの金額

設定をされたのかというのがわかれば教えていただ

きたいです。 

○大西広幸観光課長 新館オープンにつきまして

は、その際には入館者がふえて入館料もふえるとい

う予想で３年間やっておりまして、これから平成30

年度からの３年間につきましては、毎年１万人程度

減少していくだろうという予想はしております。 

 その上での入館料収入としまして、5,532万円を

計上しているものです。 

○金兵智則委員長 暫時休憩します。 

               午前11時30分休憩 

               午前11時43分再開 

○金兵智則委員長 それでは、再開いたします。 

 古都委員に対する答弁からお願いします。 

○大西広幸観光課長 すみません、訂正させていた

だきます。 

 先ほどの料金収入につきましては、流氷館に入っ

ておりますテナントの使用料収入、また流氷館にお

きましての事業収入として見ているものでございま

して、ソフトクリームですとかそういうものの売上

も含まれているものであります。 

○金兵智則委員長 他に。 

○大西広幸観光課長 すみません、続きまして、先

ほど申し上げました入館料収入につきましては、こ

ちらに含まれていないものであります。 

○金兵智則委員長 よろしいでしょうか。 

 他にございますか。 

○川原田英世委員 オホーツク流氷館ということ

で、先ほどからの指定管理のことをいうと出てくる

中で、３年から６年にという指定の期間を延ばした

ところ、それぞれの理由があって６年にしましたと

いうことを説明で伺ったのですが、流氷館について

は３年のままという所で、その他のところで６年に

延ばしたところの理由を聞くと、流氷館も６年のほ

うが長期的な経営の状況だとかそういったとこも踏

まえるといいのかなというふうに説明を聞いてて思

ったのですけども、ここでは何かそういったお話や

議論があって３年ということになったのか、その状

況を伺いたいと思います。 

○川田昌弘副市長 合同選定委員会の中でいろいろ

議論した中で、一つは、人を雇って運営管理、運営

するようなところは、それと投資をして例えば機械

を買うだとか、そうした場合にやっぱり３年で切ら

れるとなかなか事業の継続性が難しい施設があると

いうことで、そこはできるだけ長くしてほしいとい

う、これまでの受けられた指定管理者のほうからの

要望があったり、そういったことで、一つ一つ施設

で、そういった側面がある施設ですがどうですかっ

ていうことで、今、実際に受けられてる方の意見も

お聞きして、そういう中で、この施設については、

じゃあ６年でやってくれると応募しやすいという意

見があったところについては６年、ただ、いろいろ

その時代の環境、特にこの観光施設なんかは、時代

の環境によって大きくその利用者の数も減ったり、

例えば、リニューアルをするとかってなったときの

考え方どうなんだとか、非常に、余りにも長期だと

なかなかその経営計画が立てづらいといったところ

はこれまでどおり３年にしましょう、と言った、今

まで受けていただいてたその管理者との意見も聞き

ながら合同選定委員会でこの施設は３年でいきまし

ょう、この施設は６年でいきましょうということで

決定をさせていただいて、公募あるいは非公募の決

定をしたということでございます。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、次に移ります。 

 続きまして、みなと観光交流センターの管理委託

料の債務負担行為の補正と、議案第９号の指定管理

者の指定については関連がございますので、一括し

て説明を求めます。 

○山本規与思港湾課長 議案資料の16ページ、資料

２号をごらん願います。 

 議案第１号平成29年度一般会計補正予算中、港湾

課所管に係る、指定管理者に管理を行わせる施設の

債務負担行為の補正及び議案第９号網走市公の施設

に係る指定管理者の指定について御説明いたしま

す。 

 指定管理者合同選定委員会におきまして、みなと

観光交流センターの管理業務につきましては、施設

の維持管理のほか、来客に対します観光案内業務が

含まれており、観光案内業務の実績があり、観光に

関する知識、情報を有すると評価いたしまして、平

成30年度から平成35年度の６年間につきましても、

引き続き、一般社団法人網走市観光協会を指定管理

者の候補者として選定したところでございます。 

 また、その際の管理委託料の債務負担限度額は、

６年間で583万2,000円となっております。 
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 なお、今回から指定管理者における人材育成や経

営の安定化を図る観点から、指定期間を従来の３年

から６年に見直しをいたしたところでございます。 

 一方、期間を６年間とすることで、指定管理者に

おける経営上のリスク、例えば、物価の上昇なども

考えられますことから、３年目に経営状況のヒアリ

ングを行うこととしまして経費の見直しが生じた場

合には協議することといたしております。 

 以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

 よろしいでしょうか。 

○川原田英世委員 ちょっとわからないことがある

のでお伺いしたいのですけども。 

 先ほどの古都委員からの質問のときに、流氷館の

ところで、料金収入、テナント料ということで伺っ

たのですけども、観光センターはゼロになっている

のですが、そういった収入はないということでよか

ったのでしょうか。 

○山本規与思港湾課長 管理運営に関する部分に関

しましては、施設の使用料というのはこちらの運営

経費には入ってございません。 

 施設の使用料としては、市に直接、収入として入

ってくるものでございます。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、ここで採決に移ります。 

 議案第１号平成29年度網走市一般会計補正予算

中、観光課分、港湾課分、及び議案第９号網走市公

の施設に係る指定管理者の指定についての該当部分

につきましては、全会一致をもって原案可決すべき

ものと決定してよろしいでしょうか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 はい。 

 

○金兵智則委員長 次に移ります。 

 続いて、議案第４号平成29年度網走市公共下水道

特別会計補正予算中、債務負担行為の補正について

説明を求めます。 

○中村昭彦下水道課長 議案資料１ページ、資料１

号、補正予算の概要の２、債務負担行為の補正をご

らん願います。 

 議案第４号平成29年度網走市公共下水道特別会計

補正予算につきまして御説明させていただきます。 

 公共下水道特別会計において、下水道事業の汚水

処理施設等包括的維持管理業務の委託につきまし

て、本年度で契約期間が満了するため、平成30年度

４月１日から履行開始が予定されております。 

 網走市汚水処理施設等包括的維持管理業務委託

は、平成29年度中に契約事務を取り進める必要があ

ることから債務負担を補正するものでございます。 

 内容、限度額につきましては、下水道施設であり

ます網走浄化センター、スラッジセンター、コンポ

ストヤード、ポンプ場、マンホールポンプ所の維持

管理を平成30年度から平成32年度の３年間、限度額

といたしまして総額４億9,079万6,000円の契約に関

する事務を取り進めるため、債務負担行為の設定を

行おうとするものでございます。 

 以上で、債務負担行為の補正の説明を終わらせて

いただきます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、採決に移ります。 

 議案第４号平成29年度網走市公共下水道特別会計

補正予算中、債務負担分につきましては、全会一致

をもって原案可決すべきものと決定してよろしいで

しょうか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

決定させていただきます。 

 

○金兵智則委員長 続きまして、報告第１号平成29

年度網走市一般会計補正予算に係る専決処分の報告

について説明を求めます。 

○合坂博樹選管事務局参事 議案資料26ページ、資

料７号をごらん願います。 

 報告第１号平成29年度網走市一般会計補正予算第

５号に係る専決処分の報告についてでございますけ

れども、１の補正及び専決処分の理由及び内容につ

いてですが、第48回衆議院議員総選挙及び第24回最

高裁判所裁判官国民審査が、平成29年９月28日の閣

議において平成29年10月22日に執行することとさ

れ、この予算措置について緊急を要することから、

地方自治法第179条第１項の規定により専決処分を

したものであります。 

 補正内容は、資料の表に記載のとおりですが、総

額2,308万6,000円となっております。 

 次に、この事業に係る財源についてですが、２、

補正額の（２）歳入予算に記載のとおり、全額道委

託金となっております。 

 なお、この補正予算に係る専決処分年月日は、平
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成29年９月29日に行ったところであります。 

 説明は、以上でございます。 

○金兵智則委員長 質疑に入ります。 

 何かございますか。 

 よろしいでしょうか。 

○川原田英世委員 報告ということであれなのです

が、ここで扱うべきなのかちょっとあれなのですけ

ど、投票箱に投票用紙が残っていたということで報

道等も大きくされていたところですけれども、その

件についてどのような形だったのか状況含めて、そ

れもちょっと報告いただけることがここではできる

のかな。 

 補正予算にかかわる報告の中で。 

○金兵智則委員長 暫時休憩します。 

               午前11時44分休憩 

               午前11時50分再開 

○金兵智則委員長 再開します。 

 ただいまの川原田委員の質問につきましては、後

ほどその説明がございますので、その場でやり取り

していただきたいというふうに思います。 

 というわけで、ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、ここで報告第１号の採決を行います。 

 報告第１号平成29年度網走市一般会計補正予算に

係る専決処分の報告については、報告承認すべきも

のと決定してよろしいでしょうか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

では、そのようにいたします。 

 

○金兵智則委員長 ここで、その他です。 

○合坂博樹選管事務局参事 今回の投票箱から３票

が見つかったという概要ですけれども、まずその開

票自体につきましては、集計が終わりまして、３票

が合わないということがわかりました。 

 その中で、過去の開票結果を鑑みまして、持ち帰

りということがありましたので、開票集計時点では

持ち帰りということで処理をしました。 

 投票箱につきましては、体育館のほうに保管をし

ておりまして、翌日、市役所のほうに運んできたと

ころであります。 

 当日は雨が降っておりましたので、投票箱をしま

う際に当たりまして、それぞれ一つずつ雑巾で拭い

ている最中に投票箱のほうから３票が見つかった

と。 

３票につきましては、箱が組み立て式ということ

で、ステイというものがあるのですけど、そこに１

票挟まっていたのと、あと箱の底のほうに２票がへ

ばりついているような形で見つかりました、という

のが一応、現状でございます。 

○金兵智則委員長 ただいま、御説明をいただきま

したが、何かありますでしょうか。 

○古都宣裕委員 ３票が足りないとわかった時点で

探さずに、すぐ持ち帰りと処理したのはなぜなので

しょうか。 

○合坂博樹選管事務局参事 先ほど言いましたけれ

ども、一応過去の開票結果状況でも持ち帰りという

ことがございましたので、それが、今回も持ち帰り

ということで、そういう判断をいたしました。 

○金兵智則委員長 他に。 

○松浦敏司委員 事務上は、本来あり得ないんです

よね。 

 立会人が投票箱を開けて、票が残っていないかど

うか立会人が確認するというふうになっている。 

 それが多分ね、怠ったのではないか、それぐらい

しか考えられませんよね。 

 ただ、立会人も人数が、小選挙区では今回３人と

いうこと、比例でも４人でしたか。そういう意味で

はあり得ないことだけれども、結局、確認が十分な

されていない。その結果としてこういうふうなこと

になったのだろうと。 

そういう意味では、私も過去に実はあるのです

ね、やっぱり残っていたということが、それは終わ

る前に発見されたんで、何も問題は特になかったの

ですが、そういう意味では選挙慣れといいますか、

事務所の中であるのかもしれませんし、やっぱり立

会人に全部目で確認してもらうということが基本、

ここの部分が弱かったのではないかなというふうに

私は思うのですが、いかがでしょう。 

○岩尾弘敏選管事務局長 まず、開票、開披が終わ

った時点で、投票従事者が確認して、今回、小選挙

区でしたが、３人の立会人に確認をしていただくと

いうことはやっております。 

 ただ、きちんと、次からあってはならないことで

すので、きちんとダブルチェック、トリプルチェッ

クという形で、次回以降こういったことがないよう

にしたいということで、選挙管理委員会のほうで

は、委員長からも指示もありましたし、次回からの

注意をいたしたいと思います。 

○金兵智則委員長 何かございますか。 

○永本浩子委員 私も同じような意見になってしま
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うのですけど、私も２回続けて開票立会人やらせて

いただいて、その残票の確認というのが、何か「わ

ーっ」という中で、私なんか背が低いので、後から

こう覗くのが結構大変だったりして、あれは多分や

っぱり今回こういうことが起きたということで、き

ちんと１箱ずつ見てもらって下げる、見てもらって

下げるっていうような、そういうこのやり方に変え

ていただけるとか、ここからここまでの範囲は誰の

責任とかっていうのが明確にならないままに流れ作

業の中で行われてしまっているんじゃないかなって

いうふうに感じましたので、その辺のやり方をちょ

っと今後工夫していただければかなり改善できるか

と思いますので、ぜひその辺よろしくお願いいたし

ます。 

○金兵智則委員長 よろしいでしょうか。 

 それでは説明を受けたということにさせていただ

きます。 

 その他、委員、理事者から何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、ここで、理事者入れかえのため、暫時

休憩いたします。 

               午前11時51分休憩 

               午前11時54分再開 

○金兵智則委員長 それでは、再開をいたします。 

 続きまして、陳情第41号平成30年度森林・林業予

算の確保及び「森林・林業基本計画」の推進に係る

陳情を審査いたします。 

 なお、陳情前文の上から１、２、３、４、５、

６、７行目につきまして、北海度においてはという

ことになってますが、北海道の間違いであるという

ふうに思いますので、採択された場合には意見書に

て訂正をしたいというふうに思います。 

 それでは、審査をいたします。 

○小田部照委員 全文同意できますので、採択の方

向で考えています。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○古都宣裕委員 同じく、内容ももっとものことな

ので、採択の方向で考えております。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○永本浩子委員 公明クラブといたしましても、道

産木材の利用促進、さらにこの機会に進めていただ

きたいということで、承認したいと思います。 

○金兵智則委員長 ほか。 

○松浦敏司委員 私も、これについてはもっともな

意見だというふうに思いますので、採択すべきと考

えます。 

○金兵智則委員長 他にございますか。 

○川原田英世委員 もっともの御意見であります

し、バイオマスなどの網走での活用ありますので、

これは採択すべきだというふうに思います。 

○立崎聡一副委員長 うちも採択ということで決定

しました。 

 今、川原田委員がおっしゃったように、バイオマ

スの関係もありますし、それから、2020年の東京オ

リ・パラの関係もありますので、総合的に考えると

やはり必要な事業というふうに思いますので、採択

の方向でお願いします。 

○金兵智則委員長 それでは、陳情第41号平成30年

度森林・林業予算の確保及び「森林・林業基本計

画」の推進に係る陳情については、全会一致をもっ

て採択すべきものと決定をいたします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

なお、意見書案の準備の都合がありますので、こ

こで暫時休憩をいたします。 

               午前11時56分休憩 

               午前11時58分再開 

○金兵智則委員長 再開します。 

 ただいま意見書案を配付させていただきました

が、この内容で、ほかに誤字・脱字よろしいでしょ

うか。 

よろしいでしょうか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、いいですね。 

 それでは、意見書案につきましては、委員長名に

より委員会として意見書案を本会議に上程すること

に決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 また、意見書の提出先は、地方自治法第99条の規

定に基づき、国会及び関係行政庁に提出することに

決定してよろしいでしょうか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 その他、何か、委員、理事者よりございますでし

ょうか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

 なければ、これで総務経済委員会を終了いたしま

す。 

 お疲れさまでした。 

午前11時59分閉会 

 


